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告 示
栃木県告示第163号
　次の公印を作成したので、栃木県公印規程（昭和49年栃木県訓令第15号）第12条の規定により告示する。
　　令和８（2026）年３月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 印 影 寸 法
（ミリメートル） 書 体 用 途 使 用 開 始

期 日 公印管理者

栃木県知事印 方28 てん書
一般文書
用

令 和 ８
（2026）年
４月１日

文書学事課長

栃木県知事印○ 方28 てん書
一般文書
用

令 和 ８
（2026）年
４月１日

文書学事課長

（文書学事課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第164号
　栃木県木材業者登録条例（昭和32年栃木県条例第39号）第５条第２項の規定により、次の者に木材業者登録
証を交付したので、同条第３項の規定により告示する。
　　令和８（2026）年３月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

登 録
年 月 日

登録
番号

氏 名
法人にあっては、
そ の 名 称 及 び
代 表 者 の 氏 名

住 所
法人にあって
は、主たる事
務所の所在地

営 業 所 又 は 工 場 業務の様態

名 称 所 在 地
素
　

材

製

材

特
殊
用
材

令 和 ７
（2025）年

1294 株式会社　環境公害分
析センター

宇都宮市問屋町
3172-85

株式会社　環
境公害分析セ

益子町生田
目846
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栃木県選挙管理委員会告示第24号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第１号の規定による資金管理団体の指定の取消し及
び同項第２号の規定による資金管理団体でなくなった旨の届出があったので、同法第19条の２第１項の規定に
より、次のとおり告示する。
　　令和８（2026）年３月31日

栃木県選挙管理委員会委員長　　金　　田　　尊　　男　　
法第19条第３項第１号による届出

届 出 者 の 氏 名 資 金 管 理 団 体 の 名 称 取 消 年 月 日

佐藤　勉 佐藤政経懇話会 令和８（2026）年１月23日

法第19条第３項第２号による届出

届 出 者 の 氏 名 資 金 管 理 団 体 の 名 称 資金管理団体でなくなった年月日

山本　はるひ 山本はるひと元気いっぱい市民の会 令和８（2026）年３月５日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第25号
　公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第55条第２項及び第４項第２号の規定による不在者投票を行うこ
とができる施設として次のとおり指定したので告示する。
　　令和８（2026）年３月31日

栃木県選挙管理委員会委員長　　金　　田　　尊　　男　　

名 称 所 在 地

有限会社比企リベカ
有料老人ホームばしょうふの家 宇都宮市一番町３-17

社会医療法人栄仁会
日光ブリーゼみのりナーシングホーム 日光市土沢1356

　───────────────────────────────────────────────

正 誤

発 行 番 号 ペ ー ジ 行 正 誤

令 和 ８
（2026）年
第672号

23
25 助戸 肋戸

28 助戸 肋戸

27
34 助戸 肋戸

37 助戸 肋戸

28 11 助戸 肋戸

29 20 助戸 肋戸

　───────────────────────────────────────────────


